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社会保険労務士法人栁澤会計SupportLetter
ト ピッ ク ス ！ マイナンバー最新情報

平成28年1月1日から雇用保険の申請にマイナンバーの記載が必要となりました！
（１）事業主で本人確認を⾏うもの（資格取得届、資格喪失届、離職票）

『雇⽤保険被保険者離職票－１』の例

■個人番号収集にあたっての留意事項
〇事業主は、従業員から個人番号を収集する場合には、事前に本人確認として、個人番号の確認と身元（実
存）確認をすることが必要です。
〇具体的には、個人番号カードによる確認または通知カードと写真付き身分証明書（運転免許証など）による
確認が必要です。
〇加えて、マイナンバーを含む個⼈情報の漏えい、滅失または毀損の防⽌などの安全管理措置の実施や特定個
人情報を委託先に提供するときには、委託先の適切な監督などの措置が必要です。

（２）ハローワークで本⼈確認を⾏うもの（事業主が従業員の代理⼈として提出するもの）
事業主を通じて雇用継続給付の申請時に、個⼈番号を提出する場合、事業主は「代理⼈」となるため、番号法
施⾏令第12条に基づく代理⼈として、ハローワークにおいて①代理権、②代理⼈の⾝元、③本⼈の個⼈番号の
確認を⾏います。個人番号の記載が必要な雇用継続給付の申請書は以下のとおりです
① ⾼年齢雇⽤継続給付受給資格確認票・（初回）⾼年齢雇⽤継続給付⽀給申請書
② 育児休業給付受給資格確認票・（初回）育児休業給付⾦⽀給申請書
③ 介護休業給付⾦⽀給申請書

なお、上記の申請については、代理権の確認書類が必要となります。

（３）マイナンバー取得時の本人確認について
従業員からマイナンバーを取得する際は、なりすまし防止のため、①番号確認（正しい番号であることの確
認）、②身元（実在）確認（番号の正しい持ち主であることの確認）が必要です。

番号確認 身元（実在）確認

個人番号カード（個人番号カードは、番号確認と身元確認の両方に使えます）

個人番号通知カード
または
個⼈番号の記載のある住⺠票
（住⺠票記載事項証明書）

ａ〜ｃのいずれか
a 以下の書類のいずれか一つ
運転免許証/運転経歴証明書/旅券/身体障害者手帳/精神障害者保健福祉手帳/療育⼿帳/
在留カード/特別永住者証明書
b 以下の書類のいずれか一つ
写真付き身分証明書/写真付き社員証/官公署が発⾏した写真付き資格証明書など
c ａまたはｂがない場合は以下の書類から２つ以上
公的医療保険の被保険者証/年⾦⼿帳/児童扶養手当証書/特別児童扶養手当証書など



新年明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
さて、2015年を振り返ってみると、夏に起こった中国バブルの崩壊がありました。
この影響で日経平均が2,500円以上も暴落しました。また欧州では戦後最大と言われ
る難⺠危機が浮上。中東やアフリカから⼤量の難⺠が一気に押し寄せ、大混乱になり
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会社には従業員の健康に対する安全配慮義務があり
ます。安全配慮義務違反があるか否かは、⻑時間労働
の有無といった業務量のほか、業務の内容・責任の程
度等といった業務の質などが問題となります。実務上
は、会社が⻑時間労働をさせていることを認識しなが
ら（精神疾患等になることを予⾒しながら）、対応を
怠った場合に、企業の安全配慮義務違反が問われる傾
向にあります。
一方、⻑時間労働と精神疾患等との関連性が認めら
れない場合には、業務に起因して精神疾患になること
は予⾒不可能であったとして、企業の安全配慮義務違
反が否定される可能性が高いといえます。
今のところ業務に支障はないものの、精神的な体調
不良を訴えていた社員について、どこまで対応が必要
でしょうか。
この件について、「そこまで会社に求めるのか」と
いう驚きの判例をご紹介します。

＜ティー・エム・イーほか事件 東京高裁 平成27年
２月26日＞
従業員は派遣会社に雇われていて、派遣先（中部電

⼒浜岡原⼦⼒発電所）で空調設備の管理業務を⾏って
いた。この業務をはじめた３年後、従業員は⾃宅で⾃
殺した。
従業員の遺族は派遣元会社と派遣先会社を「うつ病
を認識できたのに、安全配慮義務を怠った」として裁
判に訴えた。
第１審では、会社はうつ病を認識できなかったとし
て、遺族の訴えを退けたため、遺族は控訴した。
そして、高裁は以下の判断を下した。
従業員の自殺について業務が原因とは考えられない。

しかし、従業員は派遣先の所⻑に「頭が痛く、よく眠
れない」などの話をしていて、従業員の体調不良は認
識できた。（実際、派遣先の所⻑は従業員にメールで
体調を問い合わせている。)
派遣元会社、派遣先会社ともに、従業員に対して「抽
象的に」体調を聞いており、もっと「具体的な」対応
を取るべきであった。（通院先の聞き取りや診断され
た病名などを把握していなかった。）

マンスリーピックアップ

==============================
会社は従業員の体調管理をどこまでするのか？

産業医などの診察を受けさせるなどの指導を⾏うべき
であった。
以上により、会社は安全配慮義務を怠っており、派遣
元会社及び派遣先会社は連帯して「150万円＋遅延損
害⾦」を⽀払うこととした（会社敗訴）。

つまり、裁判所は従業員に対する安全配慮義務の一
環として従業員やその家族に対して、単に「調子はど
うか？」と聞くだけではなく、より具体的に
「どこの病院に通院して」
「どのような診断を受け」
「どんな薬を処方されたのか」
を尋ねるなどして、
「不調の具体的内容を把握し、産業医の診察を受けさ
せるなどの体調管理に配慮すべき義務がある」とした
のです。

この裁判結果には驚くばかりです。
精神疾患はとてもデリケートな問題なので、本人も隠
したがる場合が多いものですが、それでも
「病名は？」
「処方された薬の名前は？？」
を聞きとり、
「しかるべき対処をしなさい」
「会社には従業員の健康に対する配慮義務があるので
す」
と、この裁判で言っているのです。

上記の裁判で今後、会社としては「従業員の体調管
理について、会社の責任は拡⼤傾向にある」というこ
とを、しっかりと認識しなければなりません。
つまり、会社の安全管配慮義務に対するハードルが
「医師の診断を受けさせることまで求める」というよ
うになったと考えられます。

これまでは、業務遂⾏に問題がない場合は、積極的
に体調管理までは関与しないことが多かったと思いま
す。しかしこれからは、従業員の体調不良を認識した
際には、それが業務に起因するか否か、業務遂⾏に⽀
障をきたしているか否かに関係なく、本人のプライバ
シーを侵害しない範囲で、可能な限りヒアリングし、
具体的に対応しなければなりません。
今後は、社員の体調不良を認識した場合、医師の診
断を受けさせ、原因を把握する対応が求められます。

ました。イスラム国の問題も解決できませんでした。2016年の最⼤イベントはアメリカ⼤統領選挙です。11
月8⽇に本投票が⾏われ、春〜夏頃まで⺠主・共和両党の指名候補争いが⾏われます。もしヒラリーが勝利す
れば、アメリカ初の⼥性⼤統領です。8月はブラジル・リオ五輪が開催されます。 日本では7月に参議院選挙
が⾏われますが、同時に衆議院解散総選挙も⾏われる可能性があります。平和な1年を望みます。（野⼝）
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